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諮問庁：内閣総理大臣 

諮問日：令和２年５月２７日（令和２年（行情）諮問第２７７号） 

答申日：令和３年８月２６日（令和３年度（行情）答申第２１３号） 

事件名：「桜を見る会」招待者名簿の不開示決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「安倍晋三内閣総理大臣主催「桜を見る会」招待者名簿」（以下「本件

対象文書」という。）につき，これを保有していないとして不開示とした

決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

  行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和元年１２月２３日付け府人第１

０８６－１号により内閣府大臣官房長（以下「処分庁」という。）が行

った不開示決定（以下「原処分」という。）につき，取消しを求める。 

２ 審査請求の理由（以下，引用されたＵＲＬ及び添付文書は省略する。） 

（１）審査請求書 

ア 情報公開請求 

   審査請求人は，２０１９年１１月１４日，法に基づき，本件対象文

書の情報公開請求を行った。 

イ 不開示決定 

   この請求に対して，処分庁は，２０１９年（令和元年）１２月２３

日付けで，本件対象文書の存在を確認できず，保有していないとし

て，不開示とした。 

ウ 原処分の違法性 

   しかし原処分は，次の理由で，内閣府内には本件対象文書が保有さ

れ存在しているはずであるから，違法である。 

 （ア）日本国憲法と関係法律は遵守されているはずである 

    第一に，国家公務員である内閣府職員は日本国憲法と関係法律を

遵守しているはずだからである。 

    内閣府の職員は国家公務員である。日本国憲法は「天皇又は摂政

及び国務大臣，国会議員，裁判官」のほか，「公務員」は，日本国

憲法を「尊重し擁護する義務を負ふ」と定めている（９９条）。ま

た，国家公務員法は，「職員」に対し，「その職務を遂行するにつ

いて，法令に従」うよう定めている（９８条１項前段）。 
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    国家の財政は国民の納税に基づいており国民生活を大きく左右し

ている。それ故，国民主権主義を採用している日本国憲法は，国家

の財政について１つの章（「７章 財政」）を使って定め（財政立

憲主義），そこにおいて主権者国民の代表機関であり国権の最高機

関である国会（４１条・４３条）を中心に国家財政を決定するとい

う立場（財政国会中心主義）を採っている。すなわち，「国の財政

を処理する権限」は「国会の議決に基いて」行使するよう定め（８

３条），「国費を支出」するには「国会の議決に基くことを必要と

する」とし（８５条），「内閣は，毎会計年度の予算を作成し，国

会に提出して，その審議を受け議決を経なければならない」と定め

ている（８６条）。これは財政民主主義と呼ばれている。 

    日本国憲法によると，「国の収入支出の決算は，すべて毎年会計

検査院がこれを検査し，内閣は，次の年度に，その検査報告ととも

に，これを国会に提出しなければならない。」（９０条１項），

「内閣は，国会及び国民に対し，定期に，少くとも毎年一回，国の

財政状況について報告しなければならない」と定められてもいる

（９１条）。つまり，日本国憲法は，予算の執行について政府が主

権者国民と国会に対し説明するよう，政府に責任を課している。加

えて，「両議院は，各々国政に関する調査を行ひ，これに関して，

証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」

と定め（６２条），衆参各院にはいわゆる国政調査権があるので，

衆議院，参議院いずれかの要求により，「記録の提出」を求められ

れば，政府はこれに適正に応じることが必要になる。 

    以上の日本国憲法の立場を踏まえ，財政法では，「歳入歳出予算

は，その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し，そ

の部局等内においては，更に歳入にあつては，その性質に従つて部

に大別し，且つ，各部中においてはこれを款項に区分し，歳出にあ

つては，その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。」

と定め（２３条），「各省各庁の長は，歳出予算及び継続費につい

ては，各項に定める目的の外にこれを使用することができない。」

と定めている（３２条）。つまり，財政法は予算の目的外支出を禁

止しているのである。 

    さらに，公文書管理法（公文書等の管理に関する法律）は「国及

び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が，

健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として，主権者

である国民が主体的に利用し得るものであること」を考慮して「国

民主権の理念にのっとり，公文書等の管理に関する基本的事項を定

めること等により，行政文書等の適正な管理，歴史公文書等の適切
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な保存及び利用等を図り，もって行政が適正かつ効率的に運営され

るようにする」とともに「国及び独立行政法人等の有するその諸活

動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにするこ

と」を「目的」とする法律である。また，法は「国民主権の理念に

のっとり，行政文書の開示を請求する権利につき定めること等によ

り，行政機関の保有する情報の一層の公開を図り，もって政府の有

するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする」と

ともに「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の

推進に資すること」を目的とする法律である（１条）。つまり，両

法律は政府に国民への説明責任を全うさせるための法律である。 

    以上によると，日本国憲法を遵守する正常な国家公務員であれば，

予算が財政法に違反せず目的内で支出されたこと，つまり適法・適

切に執行されたこと，言い換えれば予算が財政法に違反して目的外

支出されなかったこと，つまり違法・不適切な予算執行がなされか

ったことを説明する責任を全うするために，予算執行に関する文書

の一切を適正に保有しているはずである。 

    以上の点につき，安倍晋三内閣総理大臣主催の「桜を見る会」で

は，その予算の範囲内で支出がなされたのかどうか，言い換えれば

予算の範囲を超えて支出がなされたのかどうか，また，招待基準を

充足した者だけを招待したのかどうか，言い換えれば招待基準を充

足しない者も招待したのかどうかが重要な論点になる。 

    すなわち，①「桜を見る会」は公金により開催・運営され招待者

には飲食が無償で提供されており，②「「桜を見る会」開催要領」

は，「招待範囲」につき，「皇族，元皇族，各国大使等，衆・参両

院議長及び副議長，最高裁判所長官，国務大臣，副大臣及び大臣政

務官，国会議員，認証官，事務次官等及び局長等の一部，都道府県

の知事及び議会の議長等の一部，その他各界の代表者等」と明記し，

招待できる者を「約１万人」と限定している（２０１５年「「桜を

見る会」開催要領」。２０１９年「「桜を見る会」開催要領」も同

じ）。 

    それゆえ，「開催要領」で明記された「約１万人」が遵守された

のかどうか，遵守されていない場合，それは「招待範囲」の基準を

充足した者だけを招待した結果なのかどうか，言い換えれば「招待

範囲」の基準を充足しない者も招待した結果なのかどうかを判断す

るためには，毎年の「桜を見る会」招待者名簿によって判断するし

かないので，招待者名簿を保有しておくことは，内閣府職員が適

法・適正な予算執行だったことを説明する責任を全うするために不

可欠になる。 
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    国民民主党の玉木雄一郎代表は２０１９年１１月１３日の記者会

見で，首相主催の「桜を見る会」に関し，２０１０年４月に鳩山由

紀夫政権で開催された際，同党が「党関係招待者検討チーム」を作

り，選考基準を示し，そこでは情報公開請求があればリスト（招待

者名簿）を公開する可能性があると明記していたという（「特定記

事Ａ」特定新聞Ａ)。 

    したがって，内閣府職員は「桜を見る会」の招待者名簿を保有し

ているはずであるから，招待者名簿は廃棄されず，内閣府内のどこ

かに存在しているはずである。 

 （イ）今後の「桜を見る会」のための過去の招待者名簿は不可欠である 

    第二に，翌年度を含め今後の内閣総理大臣主催「桜を見る会」招

待者を決定する際に過去の招待者名簿は不可欠だからである。 

    「桜を見る会」につき２０１９年１１月２０日衆議院内閣委員会

で政府は「連続して毎年同じ方が呼ばれるようなことは避けて欲し

いとお願いしている」と答弁し（宮本徹衆議院議員の「「桜を見る

会」の招待者名薄等廃棄問題に関する質間主意書」２０１９年１２

月４日)，「各省庁への推薦依頼には，「原則として同一人が連続

して招待を受けることのないよう配慮」することを記載しているも

のもある」との政府答弁書もある（「衆議院議員宮本徹君提出「桜

を見る会」の招待者名簿等廃棄問題に関する質問に対する答弁書」

同年同月１７日)。さらに，「各省庁等担当者」に対する内閣府大

臣官房人事課の文書「「桜を見る会」招待者の推薦について（依

頼）」には，「原則として同一人が連続して招待を受けることのな

いよう配慮願いします。」と明記されている。 

    ということは，内閣府が「同一人を連続して招待しない」，ある

いは「例外として同一人を連続して紹介する」ということを判断す

るためには，過去の数年分の招待者名簿を保有していなければなら

ないはずである。 

    小渕恵三内閣(１９９８～２０００年）時代，当時の総理府（内

閣府の前身）で「桜を見る会」を担当していた元官僚は，「名簿は

少なくとも数年は残していました。同じ人を２年，３年連続で招待

することがないようにするためです。人数は前年の実績が指標にな

るので，名簿を１年未満で廃棄することはありえない」と証言し，

当時から招待者の取りまとめは官房人事課が担当し，同課の職員が，

同じ人に複数の招待状が送られることがないように名簿を繰り返し

チェックしていたと証言している（「特定記事Ｂ」特定新聞Ｂ）。 

    したがって，２０１９年度以前の「桜を見る会」招待者名簿につ

いては，今後数年間の招待者を決定するまでは保有しておかなけれ
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ばならないはずである。そうしなければ，２０２０年度以降の招待

者を適正に決定できないからである。安倍総理は２０２０年度の

「桜を見る会」を中止したが，２０２１年度は再開する方針なのだ

から，２０１９年度以前の招待者名簿は今でも内閣府内のどこかに

保有され，廃棄されずに存在しているはずである。 

 （ウ）行政文書開示決定通知書に不存在の理由が明記されていない 

    第三に，行政文書開示決定通知書（府人第１０８６－１号）にお

いては，本件対象文書については「存在を確認することができず，

保有していないため，不開示とした」と書かれているだけであり，

不存在の理由が記載されていないからである。 

    行政手続法８条１項は，「行政庁は，申請により求められた許認

可等を拒否する処分をする場合は，申請者に対し，同時に，当該処

分の理由を示さなければならない。」と定めているので，その趣旨

を踏まえれば，情報公開請求に対し処分庁が不開示処分を行う際に

は，単に対象文書を保有していないという事実を示すだけでは足り

ず，そもそも対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作

成又は取得した後に廃棄又は亡失したのかなど，なぜ当該文書が存

在しないかについても理由として付記することが求められるはずで

ある。このことについては内閣府の優秀な職員は当然承知している

はずである。 

    審査請求人が情報公開請求した安倍晋三内閣総理大臣主催「桜を

見る会」安倍晋三後援会推薦者名簿と同安倍総理推薦者名簿につい

ての各行政文書不開示決定通知書（府人第１０８６－３号，府人第

１０８６－４号）では，いずれも「作成，取得しておらず，保有し

ていないため，不開示とした」と不開示・不存在の理由を明記して

いた。 

    にもかかわらず，行政文書開示決定通知書（府人第１０８６－１

号）には，そもそも対象文書を作成又は取得していないのか，ある

いは作成又は取得した後に廃棄又は亡失したのかなど，なぜ当該文

書が存在しないかについて一切記載されてはいない。これは，実際

には廃棄されず，内閣府内のどこかで保有され存在するからとしか

考えられない。 

 （エ）招待者名簿の廃棄が管理簿に記録されていない 

    第四に，「桜を見る会」招待者名簿の廃棄が管理簿に記録されて

いないからである。 

    ２０１９年５月２１日の衆院財務金融委員会で内閣府の特定職員

Ａは，宮本徹衆議院議員の質疑に対して，「今年の資料も，すでに

開催が終わったので破棄した」と述べた（「特定記事Ｃ」特定新聞
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Ｂ）。また，同年１１月８日，内閣府の特定職員Ｂは「毎回，桜を

見る会の終了をもって使用目的を終えるということもございますし，

個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じるこ

ともございまして，従前から一連の書類につきましては，保存期間

1 年未満の文書として，終了後，遅滞なく廃棄する取り扱いとして

いるところでございます」と答えた（「特定記事Ｄ」特定新聞Ｃ）。 

    しかし，公文書管理法７条１項は，保存期間が１年以上の公文書

について，名称や保存期間，保存期間が過ぎた後の取り扱いなどを

「行政文書ファイル管理簿」に記載しなければならないと定めてい

るが，にもかかわらず，菅義偉官房長官は今年１月９日の記者会見

で「桜を見る会」の２０１３～１７年度の５年分の招待者名簿につ

いて，公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿への記載を行っ

ていなかったことを明らかにした（「特定記事Ｅ」特定新聞Ｄ）。 

    そして，菅義偉官房長官は翌１０日の閣議後の会見で，「桜を見

る会」の２０１３～１７年度の５年分の招待者名簿の取り扱いにつ

き，「公文書管理法の関連規定，内閣府の文書管理規則に違反する

対応だったと考えている」と明言し，①管理簿への未記載②名簿を

廃棄した日などを書き入れる廃棄簿への未記載③廃棄前に必要な首

相の同意手続きがなかったこと，の３点を認めた（「特定記事Ｆ」

特定新聞Ｄ）。 

    しかし，優秀な国家公務員である内閣府の職員がこのような違法

行為を毎年行い続けるはずがない。実際には「桜を見る会」招待者

名簿を廃棄していなかったからこそ，その廃棄手続きも管理簿へも

記載もしなかったとしか考えられない。 

 （オ）推薦者名簿の保有の有無における整合性がない 

    第五に，内閣官房における「桜を見る会」推薦者名簿の保有の有

無に整合性がないからである。 

    前述したように，内閣府が作成し保有していた「桜を見る会」の

招待者名簿については廃棄したと国会答弁されている。 

    一方，各省庁の推薦者名簿は，原則として，廃棄されず保有され

存在している。昨年１１月２２日，政府は，省庁など２３機関が２

０１９年４月に開催された首相主催の「桜を見る会」招待者として

推薦した３９５４人分の名簿（推薦者名簿）を参議院予算委員会の

理事懇談会に提出したが，「首相枠」で推薦された約１０００人や

「自民党枠」の約６０００人などの「政治枠」の名簿は廃棄済みと

して公表されなかった（「特定記事Ｇ」特定新聞Ｅ）。廃棄された

と説明されているのは，内閣官房の内閣総務官室の推薦者名簿であ

り，これが「政治枠」の推薦者名簿と言われている（「特定記事
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Ｈ」特定新聞Ｂ）。 

    つまり，内閣官房内においても，「政治枠」の「内閣総務官室」

など一部（他は内閣官房広報室）を除き，推薦者名簿は廃棄されず，

保有されている。 

    ところが，同じ内閣官房内において，推薦者名簿を保有している

ところと，保有していないところがあるのは，あまりにも不自然で

ある。内閣府・内閣官房以外の各省庁が「桜を見る会」の推薦者名

簿を公表したため，内閣府・内閣官房も推薦者名簿を公表せざるを

得なくなったのだろうが，「政治枠」等の推薦者名簿を公表するわ

けにはいかないので廃棄したと説明したと推察される。 

    一方，「桜を見る会」の招待者名簿については，各推薦者名簿に

基づき作成し保有しているのは内閣府であり，その内閣府が「政治

枠」など一部の招待者名簿だけを廃棄したと国会答弁するわけには

いかないから，全ての招待者名簿を廃棄したと国会答弁したにすぎ

ないと推察される。内閣官房内において，「桜を見る会」推薦者名

簿を保有しているところがあるということは，内閣府は「桜を見る

会」招待者名簿を保有しているはずである。 

 （カ）公用文書等毀棄罪を自ら行うはずがない 

    第六に，内閣府の職員が「桜を見る会」の招待者名簿を廃棄して

自ら犯罪を行うとは到底考えられないからである。 

    招待者名簿を廃棄したのは，刑法２５８条の公用文書等毀棄罪に

問われる可能性がある（刑法２５８条：「公務所の用に供する文書

又は電磁的記録を毀棄した者は，３月以上７年以下の懲役に処す

る」）。 

    というのは，まず，宮本徹衆議院議員が昨年５月９日正午過ぎに，

内閣府・内閣官房控室に対して，「桜を見る会」の２００８年から

２０１９年までの招待者数の推移や招待者の選考基準を明記した文

書の写し，招待者が増加した理由の説明などの開示要求とともに，

締切を「５月９日（木曜日）中」と伝えた（「特定記事Ｉ」特定新

聞Ｂ）。昨年１１月１４日の野党合同ヒアリングにおいて，内閣府

人事課担当者は，同年５月９日午後１時２０分から１時間２５分か

けて，内閣府地下一階にある大型シュレッダー室において「招待者

名簿」の文書原本を，段ボール１２箱分の資料とともに廃棄をした

と説明した。「５月９日午後１時２０分」というのは，宮本徹議員

から資料開示請求がされたわずか１時間あまりの後だった（「特定

記事Ｊ」特定新聞Ｄ）。宮本議員が資料の開示を請求した段階で招

待者名簿は現に使用に供する目的があった公用文書ということにな

り，これを廃棄した者は，刑法の公用文書等毀棄罪（２５８条）に
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問われる可能性が生じるので，その犯罪を行わないために，資料要

求があった直後すぐに，予定していた招待者名簿廃棄作業を中止し

ていたはずである。 

    政府は，より具体的に，「桜を見る会」招待者名簿が，いつ，誰

の命により廃棄されたのかについては説明をしてはいない。実際に

は廃棄されていないからだろう。 

    また，菅義偉官房長官は，昨年１２月３日午後の記者会見で，

「桜を見る会」の招待者名簿を記録した電子データは「５月７日か

ら９日の間に削除を行ったと思う」と説明した（「特定記事Ｋ」特

定新聞Ｄ）が，同日の野党合同ヒアリングにおいて，内閣府担当者

は，削除した電磁的記録につき最大８週間はバックアップデータと

してとってあると説明したが，同年５月２１日の衆議院財務金融委

員会における宮本徹議員からの質問に対する回答の際，担当者は

「廃棄した」とのみ述べ，バックアップデータとして招待者名簿が

残っていることについて一切言及しなかった（「特定記事Ｌ」特定

新聞Ｅ）。 

    資料要求があった直後すぐに，招待者名簿廃棄作業を中止できな

かったとしても，廃棄した招待者名簿をバックアップしていたはず

である。政府がバックアップしていないのは，招待者名簿は実際に

は廃棄されていないからだろう。 

 （キ）招待者名簿を積極的に廃棄する動機がない 

    第七に，内閣府の職員には「桜を見る会」の招待者名簿を積極的

に廃棄する動機がない。 

    「桜を見る会」が国会の内外で問題視されているのは，２０１４

年以降の「桜を見る会」予算額は１７６６万６０００円で増えては

いないにもかかわらず，実際の支出額はそれを超え，２０１４年が

３００５万３０００円，２０１５年が３８４１万７０００円，２０

１６年が４６３９万１０００円，２０１７年が４７２５万円，２０

１８年が５２２９万円，２０１９年が５５１８万７０００円まで増

えてきて，それは，招待者数が「約１万人」と限定されているにも

かかわらず，招待者数が１万５４００人（２０１９年。実際の参加

者数は１万８２００人）へと増えたからだ。 

    その原因は，「政治枠」での招待者数が年々増えたからである。

したがって，そもそも「桜を見る会」の招待者名簿や「政治枠」等

の推薦者名簿を公表したくないのは，「政治枠」で推薦した政治家

らであり，内閣府の職員ではない。内閣府の職員が何らかの犯罪を

行ったので，その証拠を隠すために関係する行政文書を廃棄する場

合はありうるかもしれないが，「桜を見る会」は，そのようなケー
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スではない。内閣府の職員が「桜を見る会」の招待者名簿や「政治

枠」等の推薦者名簿を積極的に廃棄しなければならない動機はない。 

    したがって，実際には「桜を見る会」の招待者名簿は廃棄されず，

内閣府のどこかで保有され存在するとしか考えられない。 

 （ク）存在を推定させる実例 

    第八に，「桜を見る会」の招待者名簿が存在することを推定させ

る実例があるからである。 

    内閣府は「桜を見る会」の招待者名簿だけではなく，各省への推

薦依頼文書も廃棄したというのが内閣府の立場である。 

    ところが，宮本徹衆議院議員は今月１９日の衆議院予算委員会で，

２０１８年と２０１９年に内閣府が各省に送った「桜を見る会」推

薦依頼文書の文面がまったく同じであると指摘した。 

    この指摘に対し，内閣府の特定職員Ｂは，「まずノウハウがある。

また，各省と（推薦依頼文書の）確認が必要であればできる。」と

答弁した（「特定記事Ｍ」特定新聞Ｂ）。 

    しかし，「推薦依頼文書」の作成についてノウハウがあっても，

通常，一言半句同じ文章になることはない。また，内閣府が他の省

庁に依頼する文書につき，毎年，前年分の「推薦依頼文書」を他省

から提出してもらってからそれに基づき作成するというのは，全く

非現実的なことであり，優秀な内閣府職員の公務遂行の在り方とし

てありえないことである。例えば２０１９年分を作成する際に，い

つ，誰が，どの省に対し，２０１８年分の「推薦依頼文書」の提供

をお願いし，いつ，誰が内閣府に対し同文書を提供し，いつ同文書

を返却したのか，明確に説明できないはずである。したがって，実

際には「推薦依頼文書」は廃棄されず存在し内閣府は「推薦依頼文

書」を保有しているとしか考えられない。 

    ということは，同じように廃棄されたとされている「招待者名

簿」についても実際には廃棄されず存在し，内閣府は「招待者名

簿」を保有していると推定される。 

 （ケ）結論 

    以上の理由により，内閣府は２０１９年度以前の「桜を見る会」

の招待者名簿をどこかで保有しており，招待者名簿は内閣府内に存

在するはずである。したがって，原処分は違法であるから取消す決

定をしていただきたい。 

    そして，「桜を見る会」の「推薦者名簿」の氏名・役職名等の公

開と同様，「招待者名簿」における個人の住所・生年月日・電話番

号などプライバシーを除き，招待者の氏名・役職名・推薦団体など

の情報はすべて開示するよう決定していただきたい（行政文書開示
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決定通知書（府人第１０８６－２号）についての審査請求人の審査

請求書を参照）。 

（２）意見書 

  審査請求人としては，処分庁の行った行政文書不開示決定が法に違反

するので，当該不開示処分を取消し，全部開示するのが相当であると

考える。 

  審査請求人は既に審査請求を行った際に審査請求書において意見を詳

しく論述した。その意見は処分庁の理由説明書（下記第３。以下同

じ。）を読んでも妥当であると考える。以下では，審査請求書の意見

に追加して審査請求人の意見を論述する。 

ア 本件審査請求に係る対象文書 

   本件審査請求に係る文書は，２０１９年１２月２３日付け「行政文

書不開示決定通知書（府人１０８６－１号）において不開示とされ

た「桜を見る会招待者名簿」である。 

イ 処分庁の理由説明書 

   ２０２０年５月２５日付けの処分庁「理由説明書」は，以下のよう

に説明し，審査請求人の主張には理由がないとして審査請求人の審

査請求を棄却することが妥当だと主張している（なお，下記におけ

る（ア）①②，（イ），（ウ）の表記は審査請求人が便宜的に付し

たものである）。すなわち， 

 （ア）２０１８年及び２０１９年開催の「桜を見る会」の招待者名簿に

ついては， 

   ① 桜を見る会の終了をもって使用目的を終える 

   ② 個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に保管するなどの必要

が生じる 

   から，当時の「大臣官房人事課 標準文書保存期間基準」（保存期

間表）において，保存期間を１年未満とする「１３ 職員の人事に

関する事項（５）その他⑤関係行政機関等からの依頼に対する文

書・他の行事等の推薦」に区分され，会の終了後遅滞なく廃棄され

ている。 

 （イ）２０１３年から２０１７年開催の「桜を見る会」の招待者名簿に

ついては，行政文書ファイル管理簿に登録すべきところ，内閣府に

おいて，登録を行わず，また，廃棄協議の手続を経ることなく廃棄

されている。 

 （ウ）審査請求人による審査請求を受けた後においても，担当課室にお

いて，本件対象文書を確認することができなかった。 

ウ 処分庁は本件対象文書の廃棄について説明責任を果たしたとはいえ

ない 
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 （ア）処分庁は，「理由説明書」の上記イ（ア）において，①桜を見る

会の終了をもって使用目的を終える，②個人情報を含んだ膨大な量

の文書を適切に保管するなどの必要が生じる，という理由で２０１

８年及び２０１９年開催の「桜を見る会」の招待者名簿を廃棄した

旨主張する。 

    しかし，それは必ずしも廃棄する理由になるわけではない。 

    というのは，内閣府は「近年の春秋叙勲等の受章状況」をインタ

ーネット公表しており，各受章者名簿も公表しているからである。

以下，具体的に説明する。 

  ａ 内閣府「近年の春秋叙勲等の受章状況」では，具体的に以下の

公表がなされている。「春秋叙勲」「高齢者叙勲」「文化勲章」

「外国人叙勲」「危険業務従事者叙勲」「緊急叙勲」「春秋法

相」「遺族追賞（紺綬褒章を除く）」。 

  ｂ 例えば，そのうちの「春秋叙勲」については，以下の名簿がイ

ンターネット公表されている。 

     「令和２年春の叙勲（令和２年４月２９日付け）」名簿 

     「令和元年春の叙勲（令和元年５月２１日付け）」受章者名簿 

     「令和元年秋の叙勲（令和元年１１月３日付け）」受章者名簿 

     「平成３０年春の叙勲（平成３０年４月２９日付け）」受章者

名簿 

     「平成３０年秋の叙勲（平成３０年１１月３日付け）」受章者

名簿 

     「平成２９年春の叙勲（平成２９年４月２９日付け）」受章者

名簿 

     「平成２９年秋の叙勲（平成２９年１１月３日付け）」受章者

名簿 

     「平成２８年春の叙勲（平成２８年４月２９日付け）」受章者

名簿 

     「平成２８年春の叙勲（平成２８年１１月３日付け）」受章者

名簿 

  ｃ そのうちの上記「令和２年春の叙勲者名簿」には「旭日章」と

「瑞宝章」とがあり，それぞれに「中綬章以上」と「小綬章以下

（都道府県別）」の各名簿があり，そのうちの「旭日章」のなか

の「中綬章以上」のうちの「大綬章受章者」に注目してみると，

「大綬章受章者」の名簿一覧がインターネット公表されており，

そこでは具体的に６名の「賞賜」「功労概要」「主要経歴」

「（勲等・勲章）（褒章）氏名（芸名等）ふりがな 性別・年

齢」「現住所」が明記されている。 
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  ｄ この点は，「令和２年春」の，「大綬章受章者」以外の「叙勲

受章者名簿」についても，また「令和２年春」以外の「叙勲受章

者名簿」についても，さらに，「叙勲受章者名簿」以外について

も，同様に上記の個人情報がインターネット公表されている。 

  ｅ 処分庁の主張に倣って言えば，①「叙勲受章者名簿」はその使

用目的を終えているし，かつ，②個人情報を含んだ膨大な量の文

書を適切に保管するなどの必要が生じることになるのだが，「叙

勲受章者名簿」は決して廃棄されてはおらず，むしろインターネ

ット公表されている。 

  ｆ したがって，同じ内閣府の公的行事である「桜を見る会」の招

待者名簿については，処分庁「理由説明書」における上記イ

（ア）①及び②は必ずしも廃棄の理由になるわけではないのであ

る。 

 （イ）処分庁の理由説明書の上記イ（イ）には，２０１８年及び２０１

９年開催の「桜を見る会」の招待者名簿を廃棄した日時など具体的

な事実が全く説明されてはいない。実際に「桜を見る会」の招待者

名簿を廃棄したのであれば，内閣府の優秀な職員が以上の登録や廃

棄協議手続を行わないはずがないだろう。 

 （ウ）処分庁「理由説明書」の上記イ（ウ）には，担当課室において，

本件対象文書の存在を具体的にどのようにして確認しようと努め確

認できなかったのかについても，詳細な記載がなされてはいない。

徹底した確認作業を本当に行ったのか全く不明である。 

 （エ）要するに，処分庁「理由説明書」は本件対象文書の廃棄について

説明責任を果たしたとはいえず，到底納得できるものではない。 

エ 「廃棄した」と政府答弁されたのに実際には保有されていた実例 

 （ア）南スーダンＰＫＯ自衛隊「日報」 

  ａ ２０１５年９月１９日，いわゆる安全保障関連法案（「我が国

及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の

一部を改正する法律案」及び「国際平和共同対処事態に際して我

が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する

法律案」）が成立した。これにより，自衛隊の新任務の一つとし

て「駆け付け警護」が認められることになった。政府はこれまで

南スーダンに自衛隊を国連平和維持活動（ＰＫＯ）のために派遣

していたので，最初に「駆け付け警護」の新任務が付与されるの

は，南スーダンのＰＫＯ活動になると予想されていた。 

     まず，翌２０１６年１０月２５日，安倍晋三内閣は，国家安全

保障会議九大臣会合を経て，南スーダンＰＫＯの実施計画の変

更，すなわち，国連南スーダン共和国ミッション，ＵＮＭＩＳ
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Ｓへの自衛隊施設部隊等の派遣期間を５か月間（２０１７年３

月３１日まで）延長すると閣議決定した（「南スーダン国際平

和協力業務実施計画の変更（派遣期間の延長等）」）。稲田朋

美防衛大臣（当時）は，「私自身，今月の８日に現地に入って

きました。そこで，南スーダンの政府関係者にもお会いをいた

しましたし，国連のロイ特別代表にもお会いをしたところであ

ります。そして，ロイ代表からは，ジュバ市内の状況について

も，７月のような武力の衝突が今後起きる可能性は低いという

ようなお話もございました。私自身も，そのジュバ市内で比較

的安定をしている状況，それは市民の皆様方，子供や女性も含

めて，普通の生活をされている状況を見たところです。」と説

明した（「防衛大臣記者会見概要」平成２８年１０月２５日０

８時４７分～０８時５５分）。 

     次に，同年１１月１５日午前，安倍内閣は，南スーダンの国連

平和維持活動（ＰＫＯ）に派遣する陸上自衛隊の部隊に，安全

保障関連法に基づく新任務「駆け付け警護」を付与することな

どを盛り込んだ実施計画を閣議決定した（「南スーダン国際平

和協力業務実施計画の変更（新任務の付与等）」）。 

  ｂ 特定ジャーナリストは，２０１６年９月３０日防衛大臣に対し

「南スーダン派遣施設隊が現地時間で２０１６年７月７日から１

２日までに作成した日報」に係る行政文書を情報公開請求した。 

     これに対し，防衛大臣は，同年１０月３０日付通知により，

「開示決定にかかわる事務処理や調整に時間を要する」という

理由で「開示決定期限延長」を行った。そして，同年１２月２

日付で，「既に廃棄しており，保有していなかった」として，

「文書不存在につき不開示」とする処分（防官文第２０２６１

号）をした（「特定記事Ｎ」特定雑誌Ａ）。 

  ｃ しかし，河野太郎衆議院議員が再調査を求め，範囲を広げて再

度調べたところ，防衛省統合幕僚監部で電子メールが見つかった

として，２０１７年２月７日，防衛省は，当該「日報」を公表し

た（特定解説委員「特定記事Ｏ」（特定番組））。 

     つまり，防衛省内には実際には「日報」が存在し保有されてい

たにもかかわらず，防衛大臣は文書不存在だと虚偽の理由で不

開示処分を行ったのである。 

  ｄ 特定ジャーナリストは，最初不開示処分の決定とその前に行わ

れた開示決定期限延長がなされたときのことを以下のように語っ

ている（前掲「特定記事Ｎ」）。 

     「この決定には強い違和感を持ちました。……，わずか３，４
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か月前に作成された文書が廃棄されて存在しないというのは，

初めてのことでした。しかも，これから先の訓練内容を考える

ための基礎資料として活用されているような自衛隊にとっても

重要な文書が，こんな短期間に廃棄されているなんてあり得な

いと思いました。 

     その直前の１１月１５日，政府は新たに南スーダンに派遣する

自衛隊の部隊に駆け付け警護の新任務を付与する閣議決定を行

いました。そして，同３０日に，第１１次隊が青森から出国し

た。請求開示期限を延長したのは，新任務付与と派遣前に議論

が起こることを避けたかったからではないかと思えてなりませ

ん。」 

  ｅ 特定ジャーナリストに公開された「日報」には，「戦闘」とい

う文言が何度も出てくるため，当時，「ジュバは安定している」

という政府の従来の見解に偽りがあるのではないか，という議論

に発展した。この点につき特定ジャーナリストは次のように指摘

した（前掲「特定記事Ｎ」）。 

     「第１１次隊が派遣される前に日報が開示されていれば，自衛

隊に駆け付け警護を付与すべきかどうかについて，もっと活発

かつ有益な議論が交わされていたはずです。国民や国会が真実

をもとに議論する機会を奪われたということを，深刻にとらえ

なければなりません。 

     不幸中の幸いというべきか，今回の請求がきっかけとなって再

度議論がはじまり，安倍首相は南スーダンの撤退を決断しまし

た。・・・」 

  ｆ 要するに，防衛省は，情報公開請求した特定ジャーナリストに

対し，「戦闘」という文言が何度も出てくる「日報」を開示する

と，「戦闘地域に自衛隊を派遣することは，ＰＫＯ法にも憲法に

も反している」との意見がマスコミでも報道されてしまい，新任

務「駆け付け警護」を付与して自衛隊を南スーダンに派遣したい

安倍政権にとって不都合なので，実際には「日報」が廃棄されず

存在するのに，「廃棄して存在しない」と虚偽の理由で防衛大臣

は不開示処分をしたのである。 

 （イ）財務省の特定学校法人との応接記録 

  ａ ２０１７年２月９日特定新聞Ｄが財務省の特定学校法人案件

（財務省が国有地を特定学校法人に超格安の値段で売払った案

件）につき「特定財務局が売却額等を非公表にしている」，「売

却額は同じ規模の近隣国有地の１０分の１」，「特定学校法人が

買った土地には，今春に同学校法人が運営する小学校が開校する
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予定」，「同校の名誉校長は首相の妻」等と報道した（「特定記

事Ｐ」特定新聞Ｄ）。 

     財務省は，その半年余り前の２０１６年６月，地中埋蔵物・ゴ

ミ（１万６８００トン）の撤去費用８億１９００万円を含む約

８億２２００万円を鑑定価格９億５６００万円から差し引いて

１億３４００万円で特定学校法人に国有地を売却していたので

ある。 

     特定新聞Ｄの上記報道１週間余り後の２月１７日の衆議院予算

委員会において安倍晋三内閣総理大臣（総理又は首相）は，

「私や妻が関係していたということになれば，まさに私は，そ

れはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということは

はっきりと申し上げておきたい。」とも答弁した。 

  ｂ その結果，その１週間後の同月２４日の衆議院予算委員会にお

いて，財務省の特定職員Ｃは，次のように答弁した。 

     「昨年６月の売買契約の締結に至るまでの財務局と特定学校法

人側の交渉記録につきまして，委員からの御依頼を受けまして

確認しましたところ，特定財務局と特定学校法人の交渉記録と

いうのはございませんでした。」 

     「面会等の記録につきましては，財務省の行政文書管理規則に

基づきまして保存期間１年未満とされておりまして，具体的な

廃棄時期につきましては，事案の終了ということで取り扱いを

させていただいております。 

     したがいまして，本件につきましては，平成２８年６月の売買

契約締結をもちまして既に事案が終了してございますので，記

録が残っていないということでございます。」 

     「申し上げましたように，売買契約締結をもって事案が終了し

ているということなので，当日，その日かどうかは別にしても，

速やかに事案終了で廃棄をしているということだと思いますの

で，記録は残ってございません。」 

  ｃ 審査請求人は，翌３月２日，特定財務局に対し，特定学校法人

への国有地売却等の行政文書を情報公開請求した。その際に，

「特定学校法人との交渉・面談記録」（以下「交渉・面談記録」

という。）も情報公開の対象にしていた。特定財務局長は，２か

月後の５月２日付けの開示決定において「交渉・面談記録」につ

いても開示を決定した。しかし，実際に開示された行政文書を確

認したところ，「交渉・面談記録」は１枚もなかった。 

  ｄ そこで翌６月６日，審査請求人は，特定地裁に「交渉・面談記

録」等の開示を求めて提訴した。 
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  ｅ 財務省は翌２０１８年５月２３日，特定学校法人との「交渉・

面談記録」（財務省は「応接記録」と表現）２１７件を世間に公

表した。 

    表紙及び目次 

    その１ 

    その２ 

    その３ 

    その４ 

  ｆ 特定財務局長は，審査請求人に対し，翌２０１９年４月２日付

「行政文書開示決定通知書」において「２１７件の各文書のうち

……決定当時に行政文書として当局が保有していた文書に関し不

開示とした部分を取り消し，新たに……開示することとしまし

た」と原告である審査請求人に対し通知してきた。そして同月９

日，審査請求人の手元に開示文書が届いたのである。 

     つまり，財務省特定財務局は，国会で「廃棄した」と答弁し，

隠し続けていた「交渉・面談記録」（「応接記録」）２１７件

の文書を開示決定し，審査請求人はその開示を受けたのである。 

  ｇ 特定財務局特定職員Ｄ氏（２０１８年３月７日死去）の「手

記」（特定雑誌Ｂ）には，以下のような記載があった。 

    「（１）国会対応」。「この資料（応接記録）を文書管理規則

に従って，終始「廃棄した」との説明（答弁）は，財務省が判断

したことです。その理由は，応接記録は，細かい内容が記されて

いますので，財務省が特定学校法人に特別の厚遇を図ったと思わ

れる，あるいはそのように誤解を与えることを避けるために，当

時の特定職員Ｃが判断したものと思われます。」 

    「（２）国会議員への説明」。「（当時）特定職員Ｃの指示に

より，野党議員からの様々な追求を避けるために原則として資料

はできるだけ開示しないこと，開示するタイミングもできるだけ

後送りとするよう指示があったと聞いています。」 

    「（３）会計検査院への対応」。「③応接記録をはじめ，法律

相談の記録等の内部検討資料は一切示さないこと，検査院への説

明は「文書として保存していない」と説明するよう事前に本省か

ら指示がありました」。 

    「３．財務省は前代未聞の「虚偽」を貫く」。「平成３０年１

月２８日から始まった通常国会では，特定職員Ｅが，前任の特定

職員Ｃの答弁を踏襲することに終始し，国民の誰もが納得できな

いような詭弁を通り越した虚偽答弁が続けられているのです。 

     現在，特定財務局内で本件事案に携わる職員の誰もが虚偽答弁
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を承知し，違和感を持ち続けています。」 

  ｈ 要するに，財務省は，実際には特定学校法人との「交渉・面談

記録」（「応接記録」）が存在し保有しているにもかかわらず，

当該記録を公表・公開するのは安倍首相や理財局長らにとって都

合が悪い（時期だった）ので，あえて当時は当該記録を国会にも

国会議員にも会計検査院にも情報公開請求者（審査請求人）にも

公表・開示しなかったのである。 

オ 文書管理規則上廃棄可能でも「執務参考資料」として保管されてい

る！ 

 （ア）審査請求人は今年２月６日に処分庁に対し「安倍晋三主催「桜を

見る会」の招待者名の廃棄を決定したことを記録した一切の名簿」

及び「安倍晋三主催「桜を見る会」の招待者名簿の廃棄を職員に命

じたことを記録した一切の文書」を情報公開請求した（受付された

のは今年２月７日付）が，同年４月６日付「行政文書不開示決定通

知書」（府人第４４０号）によると，当該請求文書は「作成，取得

しておらず，保有していないため」，つまり不存在であるとして不

開示とされた。したがって，安倍晋三総理主催「桜を見る会」の招

待者名簿は廃棄されたことを証明できる行政文書は存在しないので

ある。 

 （イ）内閣府人事課は，安倍晋三総理主催「桜を見る会」の２０１９年

度招待者名簿を廃棄したとして，その廃棄をした時の大型シュレッ

ダーの「使用者記録表」等を野党にも審査請求人にも公開している

（「特定記事Ｊ」特定新聞Ｄ）が，その「使用者記録表」等のどこ

にも，廃棄された文書が，安倍晋三内閣総理主催「桜を見る会」の

招待者名簿であるとは明記されてはいない。 

 （ウ）たとえ実際に大型シュレッダーで廃棄されたとしても，それは印

刷された紙媒体の招待者名簿であり，内閣府内には電子ファイルと

して保存されているだろう。 

    というのは，特定職員Ｄ氏の前掲「手記」には，「行政上の記録

を応接記録として作成された文書」は「文書管理規則上１年未満」

とされていても「実際には，執務参考資料として保管されているの

が一般的です。」と書かれていたからである（３３頁）。 

 （エ）審査請求書において指摘したように，「各省庁等担当者」に対す

る内閣府大臣官房人事課の文書「「桜を見る会」招待者の推薦につ

いて（依頼）」には，「原則として同一人が連続して招待を受ける

ことのないよう配慮願いします。」と明記されているので，内閣府

が「同一人を連続して招待しない」，あるいは「例外として同一人

を連続して招待する」ということを判断するためには，過去の数年
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分の招待者名簿を執務参考資料として保有していなければならない

はずである。つまり，２０２１年度の「桜を見る会」の招待者を確

定するときには，２０１９年度までの数年間の招待者名簿を参考に

しながら作業を行うはずである。 

 （オ）したがって，「桜を見る会」においても，今でも「廃棄された」

ことになっている招待者名簿は，「実際には，執務参考資料とし

て」廃棄されず，どこかに保有され存在するはずである。だからこ

そ，「桜を見る会」の招待者名簿については，前述の処分庁「理由

説明書」が説明していたように，行政文書管理簿に登録すべきとこ

ろ，内閣府において登録を行わず，また，廃棄協議の手続を行って

いないと考える方が，上記公務を確実に執行するうえでは筋が通っ

ている。 

カ 貴審査会へのお願い 

 （ア）２０１３年度から２０１９年度の「桜を見る会」につき，毎年招

待者を確定する際に，「同一人を連続して招待しない」，あるいは

「例外として同一人を連続して招待する」という判断をどのように

して行ったのか，職員一人一人に具体的な説明を行わせていただき

たい。その際，２０１３年度から２０１９年度までの招待者のうち，

同一人が招待されたのは何年度と何年度であり，それは誰と誰なの

か，具体的に説明するよう求めていただきたい。 

 （イ）また，２０２１年度の「桜を見る会」の招待者を確定するときに，

２０１３年度から２０１９年度までの招待者名簿なしに，どのよう

にして２０２１年度の「桜を見る会」の招待者を確定する際に，

「同一人を連続して招待しない」，あるいは「例外として同一人を

連続して招待する」ということを判断するのか，職員一人一人に具

体的な説明を行わせていただきたい。 

 （ウ）上記（ア）及び（イ）により過去の「桜を見る会」招待者名簿は

次の招待者を確定するために内閣府内に保有していたことが判明す

るだろう。内閣府において，情報公開の重要性を理解している良心

的な職員が一人もいないとは思えないので，是非とも職員の一人一

人に対し「桜を見る会」の招待者名簿がどこに保存されているのか

を明らかにするよう求めていただきたい。その際には，その職員が

不利益を被らないよう，その職員が内閣府内外で誰なのかがわから

ないよう，くれぐれも配慮していただきたい。 

 （エ）それでも，過去の招待者名簿の提出がないときには，過去の招待

者名簿の電子ファイルを復元する作業を行うよう求めていただきた

い。財務省は，前述したように，特定学校法人との「交渉・面談記

録」（「応接記録」）を公表・公開したが，公表・公開したものは
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「廃棄されなかった応接記録」だけではなく，「電子ファイルの復

元作業」を行った上で，それも公表・公開していたことに留意すべ

きである（財務省「特定学校法人案件に係る決裁文書の改ざん等に

関する調査報告書」（２０１８年６月４日）１６頁注１９）。それ

ゆえ，これを先例にし，過去の「桜を見る会」の招待者名簿につい

ても「電子ファイルの復元作業」を行うよう求めていただきたい。 

キ 結論 

   以上の理由により，本件対象文書の不開示処分を取消し，全部開示

するよう判断していただきたい。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の趣旨及び理由について 

 （１）審査請求の趣旨 

    本件は，審査請求人が行った開示請求に対して，処分庁において原処

分を行ったところ，審査請求人から、不存在を理由とした不開示処分を

取り消し全部開示とするとの決定を求めるとして審査請求が提起された

ものである。 

 （２）審査請求の理由 

審査請求書に記載された本件審査請求の理由は，上記第２の２（１）

のとおりである。 

 ２ 本件開示請求及び原処分について 

   処分庁においては，「安倍晋三内閣総理大臣主催「桜を見る会」招待者

名簿」との本件開示請求に対し，開示請求に係る行政文書については，存

在を確認することができず，保有していないため，不開示とする原処分を

行った。 

 ３ 原処分の妥当性について 

   本件開示請求は，「安倍晋三内閣総理大臣主催「桜を見る会」招待者名

簿」の開示を求めるものである。 

   平成３０年及び平成３１年開催の「桜を見る会」の招待者名簿について

は，桜を見る会の終了をもって使用目的を終えるほか，個人情報を含んだ

膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生じることから，当時の

「大臣官房人事課 標準文書保存期間基準」（保存期間表）において，保

存期間を１年未満とする「１３職員の人事に関する事項（５）その他⑤関

係行政機関等からの依頼に対する文書・他の行事等の推薦」に区分され，

会の終了後遅滞なく廃棄されている。また，平成２５年から平成２９年開

催の「桜を見る会」の招待者名簿については，行政文書ファイル管理簿に

登録すべきところ，内閣府において，登録を行わず，また，廃棄協議の手

続を経ることなく廃棄されている。この点については，文書管理について

実施責任を有する当時の人事課長に対して，令和２年１月１７日に処分を
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行った。 

   以上のことから，大臣官房人事課においては，本件対象文書は保有して

おらず，担当課室において当該関係文書の存在は確認できなかったため，

法９条２項に基づき原処分を行ったものである。 

   また，本件審査請求を受けた後においても，担当課室において，審査請

求人が主張するような文書を確認することができなかった。 

 ４ 結論 

   以上のとおり，原処分は妥当であり，審査請求人の主張には理由がない

ことから，本件審査請求は，これを棄却することが妥当であると考える。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。

① 令和２年５月２７日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年６月１７日    審査請求人から意見書を収受 

④ 令和３年３月１９日  審議 

⑤ 同年５月１４日    審議 

⑥ 同年８月２０日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

  本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであるところ，処分

庁は，これを保有していないとして不開示とする原処分を行った。 

  これに対し，審査請求人は，本件対象文書の開示を求めているが，諮問

庁は，原処分を妥当としていることから，以下，本件対象文書の保有の有

無について検討する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件対象文書の保有の有

無について改めて確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり

説明する。 

  ア 内閣府では，推薦を行う各省庁等においてチェックを行っていると

いう前提で，同一人が連続して招待を受けることがないようにすると

いった点も一つの勘案要素として，「桜を見る会」招待者の推薦を依

頼しており，招待者名簿は，「桜を見る会」の終了をもって使用目的

を終えるほか，個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する等

の必要が生じるため，公文書管理法等のルールに基づき，平成３０年

以降は保存期間１年未満文書として，桜を見る会の終了後遅滞なく廃

棄している。 

  イ 審査請求人は栄典については公表されている旨主張するが，栄典は，

国家又は公共に対し功労のある方，社会の各分野における優れた行い
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のある方などを表彰するものであり，「官報及び法令全書に関する内

閣府令」（昭和２４年総理府・大蔵省令第１号）１条において「官報

は，憲法改正，詔書，法律，政令，条約，内閣官房令，内閣府令，省

令，規則，庁令，訓令，告示，国会事項，裁判所事項，人事異動，叙

位・叙勲，褒賞，皇室事項，官庁報告，資料，地方自治事項及び公告

等を掲載するものとする。」と規定されている。このため，叙勲等受

章者に事前に，受章の意思の確認を行い，また，受章者本人から了解

を得た上で，氏名等を公開している。 

    他方，「桜を見る会」については，内閣総理大臣が各界において功

績，功労のあった方々を招き，日頃の御苦労を慰労するとともに，親

しく懇談する内閣の公的行事として開催しているものであり，招待者

については，その氏名等を公開する前提で招待しておらず，公開する

ことについて，招待者から事前の了解も得ていないなど，栄典とは性

質が異なるものである。 

  ウ 本件審査請求を受け，処分庁において改めて執務室内，書庫，書架

及びパソコン上のファイル等の探索を行ったが，本件対象文書の存在

は確認できなかった。 

 （２）当審査会において，諮問書に添付された平成３０年４月１日時点の内

閣府大臣官房人事課の標準文書保存期間基準（保存期間表）を確認した

ところ，保存期間を１年未満とする行政文書ファイル等の名称等として，

「平成○年桜を見る会」と記載され，保存満了時の措置として「廃棄」

と定められていることが認められ，上記（１）ア及びイの諮問庁の説明

は不合理とまでは言えず，これを覆すに足りる事情も認められない。ま

た，平成２５年から平成２９年開催の「桜を見る会」の招待者名簿につ

いては廃棄されている旨の上記第３の３の説明を覆すに足りる事情も認

められず，さらに，上記（１）ウの諮問庁が行ったとする探索の方法・

範囲も不十分とはいえない。したがって，内閣府大臣官房において本件

対象文書を保有しているとは認められない。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人のその他の主張は，いずれも当審査会の上記判断を左右する

ものではない。 

 ４ 付言 

   本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「存在を確認

することができず，保有していないため，不開示とした」旨記載されてい

るところ，一般に，文書の不存在を理由とする不開示決定に際しては，単

に対象文書を保有していないという事実を示すだけでは足りず，対象文書

を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に，廃棄又

は亡失したのかなど，なぜ当該文書が存在しないかについても理由として
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付記することが求められる。 

   したがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条１項の趣旨に

照らし，適切さを欠くものであり，処分庁においては，今後の対応におい

て，上記の点について留意すべきである。 

 ５ 本件不開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，内閣府大臣官房において本件対象文書を保有

しているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第５部会） 

  委員 藤谷俊之，委員 泉本小夜子，委員 磯部 哲 


